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職
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訓
練
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す
る
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開
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訓
練
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当
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を
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す
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治
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○
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活
保
護
法
に
よ
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医
療
機
関
の
指
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(
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祉
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�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

…

�

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(
同

)
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�

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

障
害
福
祉
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…
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○
道
路
の
区
域
の
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更

(

道

路

課)
…
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○
道
路
の
供
用
の
開
始

(

同

)
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�

選
挙
管
理
委
員
会

○
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
被

登
録
資
格
の
決
定
基
準
日
、
登
録
日
及
び
縦
覧
期
間

(

事

務

局)

…

�

○
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
在
外
選
挙
人
名
簿

の
縦
覧
期
間

(

同

)

…

�

○
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
日

(

同

)

…

�

規

則

青
森
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
八
号

青
森
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
八
十
三
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

雇
用
対
策
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
求

職
者附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
九
号

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則

(

昭
和
四
十
一
年
十
月
青
森
県
規
則
第
七
十
八
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
八
号
の
三｣

を

｢

第
八
号
の
四｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
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下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

児
童
扶
養
手
当
法

(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号)

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
児
童
の
父
で
あ
る
者
の
う
ち
、
当
該
児
童
が

同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
公
共
職
業
安

定
所
に
出
頭
し
て
求
職
の
申
込
み
を
し
た
者

第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

｢

第
八
号
の
三｣

を

｢

第
八
号
の
四｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
お
け
る
個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
自
動
車
税
並
び
に
こ
れ
ら
の
延
滞
金
の
収
納

の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
施
術
者
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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名

称

住

所

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
一
〇
の
一

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

や
わ
た
ク
リ
ニ
ッ
ク

ふ
く
だ
脳
神
経
・
整
形

外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
駅
前
メ
ン
タ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
ア

サ
ヒ
調
剤
薬
局
富
田
店

な
か
よ
し
調
剤
薬
局
弘

前
駅
前
店

八
戸
市
大
字
八
幡
字
下
�
田
一
の
四

弘
前
市
大
字
早
稲
田
一
丁
目
四
の
四

弘
前
市
大
字
駅
前
町
六
の
一
一

弘
前
市
大
字
富
田
三
丁
目
六
の
六

弘
前
市
大
字
駅
前
町
六
の
一
一

平
成
��･

�･

�

〃〃〃〃

氏

名

住

所

廃
止
年
月
日

千
葉

健
一

黒
石
市
鍛
治
町
六
一

平
成
��･

�･

��

� �
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平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

や
わ
た
ク
リ
ニ
ッ
ク

ふ
く
だ
脳
神
経
・
整
形

外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
駅
前
メ
ン
タ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
ア

サ
ヒ
調
剤
薬
局
富
田
店

な
か
よ
し
調
剤
薬
局
弘

前
駅
前
店

八
戸
市
大
字
八
幡
字
下
�
田
一
の
四

弘
前
市
大
字
早
稲
田
一
丁
目
四
の
四

弘
前
市
大
字
駅
前
町
六
の
一
一

弘
前
市
大
字
富
田
三
丁
目
六
の
六

弘
前
市
大
字
駅
前
町
六
の
一
一

平
成
��

･

�･

�

〃〃〃〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
抱
民
舎

弘
前
市
大
字
高
屋

字
安
田
七
三
五
の

三

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

ｃ
ｏ

ｎ
ａ

弘
前
市
大
字
富
田

二
丁
目
三
の
二
六

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
抱
民
舎

弘
前
市
大
字
高
屋

字
安
田
七
三
五
の

三

就
労
移
行

支
援

ク
レ
ッ
シ
ェ

ン
ド

弘
前
市
大
字
賀
田

字
大
浦
九
一
の
一

〃

� �

１ 図
面
番
号

県

道

道
路
の

種

類

青
森
環
状
野

内
線 路

線
名

青
森
市
大
字
横
内
字
亀
井
五
四
の
二
か
ら

青
森
市
大
字
四
ツ
石
字
里
見
八
九
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 後 前
変
更
の

前
後
別

一
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

二
八
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



� �

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
一
日
執
行
の
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人

名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
、
被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
、
登
録
を
行
う
日
及
び
縦
覧
に
供

す
る
期
間
を
、
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
五
年
政
令

第
八
十
九
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一

被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日

平
成
二
十
五
年
七
月
三
日

た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い
て
の
基
準
と
な
る
日

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
一
日

二

登
録
を
行
う
日

平
成
二
十
五
年
七
月
三
日

三

縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
四
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
一
日
執
行
の
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
在
外
選

挙
人
名
簿
の
縦
覧
期
間
を
、
公
職
選
挙
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
二
十
三

条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

縦
覧
期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
四
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
一
日
執
行
の
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
ポ
ス
タ
ー

を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
を
、
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
四
十
四
条

の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
定
め
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
日

平
成
二
十
五
年
七
月
四
日

青 森 県 報平成25年７月１日 月曜日 第3711号 �

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
青
森
環
状
野

内
線

青
森
市
大
字
横
内
字
亀
井
五
四
の
二
か
ら

青
森
市
大
字
四
ツ
石
字
下
川
原
二
四
の
六
ま
で

平
成
��･

�･

�

県
道
小
友
板
柳
停

車
場
線

弘
前
市
大
字
貝
沢
字
沢
辺
三
の
三
か
ら

弘
前
市
大
字
種
市
字
柳
川
二
七
四
の
一
ま
で

〃

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


